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０８．０６．０９ 金沢地裁判決書 

  欄外・昭和４１年１月２８日判決言渡 

     昭和４１年１月２８日判決原本領収 書記官 印  

 

（本欄） 

昭和３６年（行）第８号 

        判   決 

  金沢市浅野新町１０２ 

           原告   浅 井 茂 人 

   同市小立野４丁目１０番４号 

           同    渡 辺 一 夫 

   同市上荒屋町７３ノ１８ 

           同    山 本 善 治 

   同市石引２丁目４番６号  

           同    村 松 常 茂 

   同市泉野出町厚生住宅６０号 

           同    清 水 正 隆 

   同市山科町卯１２６番地の４ 

           同    横 川 領 洋 

   同市上荒屋町８７３ノ１７ 

           同    深 井  寛 

   同市平和町２丁目５番１９の２６号 

           同    荒 川  正 

   同市田町新道５０の２ 

           同    河 岸 市三郎 

   同市若草町１８番６号 

           同    原   俊 道 

   右１０名訴訟代理人弁護士 梨 木 作 次 郎  

           同    豊 田  誠 

   金沢市広坂通 

          被告    金沢市長 徳 田 与吉郎 

      右訴訟代理人弁護士 

 松 井 順 孝 

      右指定代理人    水 野 時 雄 

      同         立 田 憲 治 
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右当事者間の清掃手数料賦課処分取消請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。  

           主  文 

    原告らの請求を棄却する。 

    訴訟費用は原告らの負担とする。 

            事  実 

第１、 当事者双方の申立 

１、原告ら 

「被告が原告らに対し金沢市清掃条例第８条第４号にもとづいてなした別紙目録記載の

「清掃手数料」の納入額告知を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決 

２、被告 

  主文同旨の判決 

第２、 原告らの主張 

１、原告らはいずれも肩書地に居住している金沢市の住民である。 

２、被告は、昭和３５年６月１８日、第２回定例金沢市議会に「金沢市清掃条例制定の

件」（議案第８号）を提出し、同条例は同年６月２９日議決され、同年７月１日公布

された。 

  右金沢市清掃条例（以下本件条例という）は同年１２月２７日規則第３８号（本件

条例の施行期日を定める規則）により、昭和３６年１月１日からこれを施行すること

に定められたが、金沢市清掃条例臨時特例条例によって本件条例第８条第４号に規定

する清掃手数料の徴収は、昭和３６年１月分に限り徴収しないことが決定された。 

３、原告らは被告から本件条例にもとずき、昭和３６年３月１３日以降それぞれ同年２，

３月分の別紙目録記載の清掃手数料の納入告知をうけた。 

 そこで原告らは本件条例にもとずく手数料の徴収は地方自治法第２２２条第１項（昭

和３８年６月８日法律第９９号による改正後は同法第２２７条第１項以下同じ）に違反

するとの理由で同法第２２４条（右同第２２９条）にもとずき、異議の申立をしたが、

被告は、同年６月１０日原告らの異議申立を棄却する旨決定し原告らはその頃その通知

を受けた。 

４、本件条例第８条第４号にもとずく清掃手数料の徴収処分は次の理由により違憲無効

である。 

（１） 本件条例は従来の「金沢市清掃事業に関する手数料条例」を廃止し、新たに一般

市民から清掃手数料を賦課徴収することを主たる内容とするものであり、次のよ

うに定めている。 

第８条 市は法第２０条（清掃法第２０条を指称する。）の規定により汚物の収集及び

処分に関し特別清掃地域及び市長が必要と認め指定する地域の占有者から次

に定める清掃手数料を徴収する。 

一、二、三（略） 
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四、一般家庭（業態以外の者）およびごみ等の排出量が第１号の規定に該当しない業態者

手数料 

 その世帯人数（業態者にあっては、当該土地又は建物において業務に従事する者の数）

に応じ、次の区分による額 

（一）世帯人数１人から３人まで    月額２０円 

（二）世帯人数４人から６人まで    月額３０円 

（三）世帯人数７人以上の世帯     月額４０円 

五、 （以下略） 

（２）被告は原告らの異議申立に対する棄却理由のなかで右手数料の徴収は、地方自治法

第２２２条清掃法第２０条により適法のものであると述べている。 

しかしながら地方自治法第２２２条第１項は「普通地方公共団体は、特定の個人のために

する事務につき、手数料を徴収することができる。」という規定であり、それは通常身分証

明書、印鑑証明書の交付を求めるなど、一個人の要求にもとずき、主としてその者の利益

のために行う事務について、手数料を徴収できることを定めたものであって、本件清掃手

数料のように一般住民に対しその請求にもとずかないで強制的に手数料を賦課徴収し得る

ことを規定したものではない。 

 

 

（３） 次に清掃法第２０条は「市町村は、市町村が行う汚物の収集及び処分に関し、条

例の定めるところにより、手数料を徴収することができる。」と規定している。しかしこ

れは地方自治法第２２２条にてらし、市町村は、汚物の処理を特に市町村に要求したもの、

即ち特別の受益者から手数料を徴収することができることを定めたものと解すべきであ

って、本件条例第８条第４号に定めるごとく、一般住民から汚物処理の請求の有無にかか

わらず、手数料を徴収することを容認する趣旨ではないこと明らかである。 

 元来汚物の処理等清掃事務は地方自治法第２条第３項第７号に明規されているとおり

普通地方公共団体固有の行政事務に属するものであるところこのような事務処理のため

に特別に手数料を徴収することは許されないから、本件手数料の徴収は明らかに地方自

治法第２２２条、清掃法第２０条に適合しないものであり、これを根拠として本件手数

料の徴収を合法化できないものである。 

（４） 被告は本件条例のみによって清掃法所定の一切の汚物を収集処分しているの

ではない。金沢市では、汚物であるふん尿の収集処分は、被告がその企業に

参加している「株式会社北国衛生社」によって住民の請求に応じて行われ原

告らはその都度相当の手数料を支払っている実情である。それにもかかわら

ず被告はこのうえさらに本件手数料を原告ら住民から強制的に賦課徴収しよ

うとしているのである。 

（５） なお本件条例第１０条は「市長は特別に必要があると認めるときは、手数料
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を減免することができる。」と規定しているが、清掃法第６条第４項は住民が

自ら汚物を処理することを要求しているのに、金沢市清掃条例施行規則によ

ると逆に住民個人の汚物自己処理については、特別の届出を要し、それにつ

いて市長の許可を得ないかぎり手数料の減免を得られないことになっており、

かかる無制限かつ強制的な手数料の徴収処分は清掃法第６条第４項に違反し

ている。 

（６） 更に本件条例によって徴収された手数料の使途は、主としてじん芥焼却場の

建設、清掃自動車の購入等の用途にあてるためのものである。しかしこのよ

うに地方自治体の行政上の必要のためにする事務について手数料を特別に徴

収することが許されないことは前述したとおりである。 

（７） これを要するに、本件条例第８条第４号は地方自治法第２２２条、清掃法第

２０条に適合しないものであるから、憲法第９４条に違反する。また本件手

数料の徴収は、金沢市の一定地域の一般住民に対し、実質的に租税を課する

ものであるところ、これを法律によらず、又は法律の定める条件によらない

で強行するものであるから憲法第８４条にも違反する。 

五 よって、本件手数料の徴収は違憲無効であるから、原告らに対する別紙目録記

載の納入額告知処分の取消を求めるため本訴に及んだ次第である。 

 

第三 被告の答弁並びに主張 

一、原告らの主張事実中、第一、二。三 項は認める。 

二、第四項のうち（１）は認めるがその余は争う。 

（１） 地方自治法第２２２条第１項に「普通地方公共団体は特定の個人のため

にする事務につき手数料を徴収することができる。」と規定されているの

は、普通地方公共団体は特定個人が役務の提供を受けたことにつき、同

人から手数料を徴収できるとの意であって、清掃法第２０条の規定にも

とずき、ごみの収集処分という役務の提供につき、手数料を徴収するこ

とも、地方自治法第２２２条第１項に規定するところと同様の趣旨によ

るものである。もっとも被告が本件条例第８条第４号に定めた清掃手数

料を徴収している根拠規定は、右地方自治法第２２２条第１項ではなく、

清掃法第２０条であって、同法条によれば、端的に「市町村は、市町村

が行う汚物の収集及び処分に関し、条例の定めるところにより、手数料

を徴収することができる。」と規定されている以上、清掃法第２０条が、

地方自治法第２２２条第１項の確認的規定であってもはたまた特別規定

であっても被告は、清掃法第２０条により適法に手数料を徴収できるこ

とに疑問を狭む余地はない。 

（２） 清掃法にいわゆる特別清掃地域内の土地または建物の占有者が自ら汚物
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を処分しないでこれを容器に集めておくことは、当該容器内の汚物が被

告によって収集処分されることを求める意思表示をしているものである。

従って右意思を表明している占有者を対象に行なう汚物の収集処分は、

特別清掃地域内の住民に対しその要求に基き便益を与えるものであるか

ら、この供与の程度に応じて手数料を徴収することは、当然であり、も

し一般租税のみにより被告において清掃事業を賄うことにするときは却

つて便益を受けない特別清掃地域外の住民に対して不公平である。これ

を要するに被告が右の特別清掃地域内の住民を対象に行なうかかる汚物

の収集及び処分は一個人の要求にもとずいて三としてその者の利益のた

めに行う役務であること、身分証明書等の交付の事務と本質的に差異は

ないのである。 

   このことは、本件条例第８条第４号の清掃手数料の額が世帯人員別月額

により、その徴収方法が同第９条により毎四半期の最後の月末限り徴収するこ

とになっていることからも裏付けうるのである。したがって本件手数料はあく

まで被告が特定個人に対してなす役務の提供について徴収しているものであっ

て、原告らが主張するように住民の請求にもとずかないで強制的に賦課徴収し

ているものではない。 

（３） 原告らは、第４項（３）において被告が行っている汚物の収集及び処分

は市の固有事務であると主張するが、清掃法にもとずく右収集処分は市

の団体委任事務である。しかし、地方自治法第２２２条第１項の手数料

を徴収できる事務は、およそ地方公共団体の事務で特定の者のためにす

るものである限り固有事務及び委任事務のいずれであるかを問わないこ

と当然の事由であるが、改正地方自治法第２２７条では、この趣旨が明

文化された。 

（４） 同項（４）については、被告が企業に参加しているのは「株式会社金沢

市衛生公社」であって「株式会社北国衛生社」ではない。そして原告ら

が右会社に支払っている手数料は本件手数料とは全くその性質を異にし

前記会社との間に締結したふん尿収集に関する私法上の契約にもとずく

債権債務関係から発生したものである。 

（５） 次に同項（５）については前記占有者がごみ等を自ら処分しようとする

場合に被告の承諾を要する旨の規定（金沢市清掃条例施行規則第１条）

を設けた理由は、こと環境衛生に直接関係するものであるという見地か

ら、自己処分の方法が他の環境を汚染する恐れのないようなものである

ことを要するので、本人の申請により被告が実情を調査した上、衛生的

に処分するものについて、これを承諾することとしたのである。そして

この自己処分については手数料の徴収関係が生じる余地は全くなく、原
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告らが主張するように本件条例第１０条に規定する手数料の減免を云々

する余地もないのである。 

（６） 原告らは、第４項（６）において、本件手数料の使途が、清掃自動車の

購入等地方自治体の行政上の必要のためにする事務経費に充てられる点

から、かかる事務経費調達のため手数料を徴収することは許されない旨

主張するが、本件手数料は被告の役務の提供に対するものであるから、

右原告の主張は失当である。 

 

 

（７） 自治省及び厚生省は従来清掃手数料を徴収することが適法であるとの立

場から、普通地方公共団体を指導してきた。その結果全国１５９都市が

汚物収集および処分のための手数料を徴収するようになったのである。

したがって清掃手数料の徴収は、違法でないと同時に慣行としても確定

しているということができるのである。 

    都市におけるじん芥の排出量画増加の傾向にあること、さらに衛生的

見地からこれを完全に除却することが必要であることは否定できない。そして

そのために多額の費用を要するのである。しかし財源的な考慮の薄い現行制度

上、じん芥排出者から、じん芥を除却するための費用を徴収することはまこと」

にやむを得ないものなのである。 

 

 

（８） 以上のように本件条例は地方自治法第２２２条第１項、清掃法第２０条

に違反せず、したがって憲法第９４条にも違反しないのであり、且つ本

件手数料の徴収は、役務の提供に対する手数料であって租税とは本質的

に異なるものであるから、憲法第８４条にも違反しないことは明白であ

る。 

 

 

 

 

第四 証拠 

一、原告ら 

甲第１号証、同第２号証の１，２ 同第３号証の１ないし３を提出し、原告原俊道本人尋

問の結果を援用し乙号各証の成立を認めた。 

二、被告 

乙第１号証ないし第４号証を提出し、証人堀岡清則、同倉橋義長の証言を援用し甲号各証
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の成立を認めた。 

 

        理    由 

一、原告らの請求原因第１ないし第３項、第４項の（１）の点は当事者間に争いがない。 

二、原告らは本件条例第８条第４号にもとずく本件清掃手数料の徴収処分は地方自治法第

２２２条第１項、清掃法第２０条に違反し、更に憲法第９４条、同法第８４条に違反

する旨主張するのでこの点について判断する。 

（一） 地方自治法第２２２条第１項にいう手数料は地方公共団体の事務で特定人のために

する行政上の役務の提供の対価として徴収するものである。右にいう役務は特定の

者の要求にもとずいて、その者の利益、または必要のためにする事務でなければな

らないが、そのようなものである以上、右事務がいわゆる固有事務か或いは委任事

務かを問わないものというべきである。したがって専ら地方公共団体自身の必要の

ためにする事務については手数料を徴収できないものである。 

 

 

ところで「清掃事務」が、地方自治法第２条第３項第７号に規定する地方公共団体

がなすべき公共事務であることは明らかであるが、清掃法第２０条にいわゆる市町

村が行う汚物の収集及処分は、専ら地方公共団体自身の利益ないし必要のためにの

みする事務ではないと解すべきである。即ち清掃法第２条は、市町村に対し、清掃

思想の普及並びに清掃事業の能率的運営をなすべき一般的責務を課するとともに第

６条第１項は具体的に市町村に対し特別清掃地域内の土地又は占有者によって集め

られた汚物を、一定の計画に従って収集処分すべき義務を課する一方、第５条第６

条第４項は特別清掃区域（市の区域）の土地建物の占有者にその土地建物内の汚物

を掃除して清潔を保ち、便所及び汚物容器を衛生的に維持管理し、更に焼却、埋設

等の方法により容易に衛生的な処分をすることができる汚物は、なるべく自ら処分

するようにつとめるとともに、自ら処分しない汚物についても、食物の残廃物とそ

の他のごみを各別の容器に集める等、市町村の行う汚物の収集及び処分に協力すべ

き義務を課しているのである。従って市が行う汚物の収集処分は一面清掃法により

市自身に課せられた義務の履行であるが、他面前記のごとき、義務を負担する市住

民各自の利益のためになされる役務の提供であることは否定し難いところである。

従って本来普通地方公共団体は、右汚物の収集及び処分に関し、地方自治法第２２

２条第１項所定の手数料を右市住民から徴収しうるものであるところ、清掃法第２

０条はこれを明文をもって確認したものと解するのが相当である。されば本件条例

第８条第４号により一般家庭から徴収される清掃手数料も市の固有事務で特定の個

人のためになされる報償的性質を有する手数料であって清掃法第２０条ないし地方

自治法第２２２条第１項所定の手数料と異質のものでないと解するのが相当である。 
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（二） 原告らは、本件手数料は、市住民の要求の有無に拘らずに強制的に徴収され、被告

の許可を受けないかぎり汚物の自己処理ができず、従ってその徴収を免れえないも

のであるから、清掃法第６条第４項に違反し、且つ清掃法第２０条、地方自治法第

２２２条第１項に適合しないもので、憲法第９４条に違反する旨主張する。 

   金沢市清掃条例施行規則第１条（昭和３７年８月１日規則第４１号による改正前の

もので、右改正後は同規則第２条）によれば、汚物を自己処分しようとするときには、被

告の承認を要する旨規定せられていることは明らかである。 

 しかし成立につき争いのない乙第１号証、同第２号証及び証人堀岡清則の証言によれば、

被告は、金沢市の住民から、ごみ等の収集処理を市に対して依頼する旨の世帯届を提出さ

せ、これを提出した住民から本件手数料を徴収する方法をとっていること、汚物の自己処

理を申出た者に対しては、金沢市清掃課においてその処分方法を調査し環境を汚染するお

それのないものに対してこれを承諾し、清掃手数料を徴収しないこととする取扱いが行わ

れていることが認められ、右認定に反する証拠がない。 

 右認定事実によれば、本件清掃手数料が市住民の要求に基かない役務の提供につき徴収

されるものとはいい難いし、且つ被告の採用する汚物自己処理の承認制も、清掃法第６条

第４項の衛生的な自己処分をなさしめる行政目的を具現するためのもの以上に出ないと解

されるので、前記原告らの主張は肯定し難い。 

 

 

 

（三） 原告らは、本件手数料の使途が、清掃自動車の購入等地方自治体の行政上の必要の

ためにする事務経費に充てられる点から、かかる事務経費調達のため手数料を徴収

することは許されないと主張するが、本件手数料は、特定人のためにする行政上の

役務の提供に対する報償的性質を有する反対給付で、直接収入を目的とするもので

ないから、右主張は失当である。もっとも右手数料が、報償として役務の費用を償

うため被告の収入となることは明らかであるが、このことは、何ら右結論を左右す

るものではない。 

 

 

 

（四） 原告は、本件手数料の徴収処分は実質的に租税を賦課するものであるところ、それ
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を法律によらず、または法律の定める条件によらないでなす点において憲法第８４

条に違反する旨主張するので判断する。 

   憲法第８４条にいわゆる租税法律主義は、法律の範囲内で条例により地方税の税率

その他賦課徴収に関し具体的な定めをなすことは勿論法定外普通税を課することもこれを

禁じているものではなく、まして報償的性質を有する反対給付たる手数料の徴収に関する

事項を条例をもって定めうることは、多言を要しないところである。 

従って清掃法第２０条、本件条例に基く本件手数料の徴収が憲法第８４条に違反しないこ

とは明らかである。 

 

 

 

 

 

三、以上の理由により原告らの本件清掃手数料の納入告知処分の取消を求める本訴請求は

理由がないものとして棄却を免れない。 

よって訴訟費用につき民事訴訟法第８９条第９３条を適用して主文のとおり判決する。 

     金沢地方裁判所民事部 

       裁判長裁判官    牧 野   進 

          裁判官    木 村 幸 男 

          裁判官    高 橋 爽一郎 

   目  録 

  原告の氏名     納額告知を受けた日       納額 

 浅井 茂人     昭和３６年３月２７日      ６０円 

 渡辺 一夫       同    ２０日      ４０円 

 山本 善治       同    ２０日      ４０円 

 村松 常茂       同    ２９日      ６０円 

 清水 正隆       同    １５日      ４０円 

 横川 領洋       同    ２５日      ４０円 

 深井 寛        同     ２５日     ６０円 

 荒川 正        同     ３１日     ４０円 

 河岸 市三郎      同     ２２日     ６０円 

 原  俊道       同     ２０日     ６０円 

 

 

     右正本である 

      昭和４１年１月２８日 
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          金沢地方裁判所   

            裁判所書記官  自署 村 田 義 弘 印 

地裁大型印 捺印・・・  

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                           判決全文・・以上 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

注１ 

 以上判決文は、原告代理人事務所保管の判決書正本のコピー（縦書き）より諏訪写す。 

 

注記 

 金沢地裁にて、判決原本閲覧、正本との一致を確認 

 なお、原本後尾に下記の記入があった。 

  ★  

   昭和４１年（行コ）第１号 昭和四壱年５月拾弐日  訴取下 

   昭和４１年１月２８日 送達原告 

   昭和４１年１月２８日 送達被告 

                           

 

 


